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　7 月 1 日から 8 月 29 日まで、熱中症対策とし
て総合福祉医療センター内の介護者教育室を住民
の皆様へ開放いたします。
　室内にはエアコンがありますので、暑さが厳し
い日などに涼みにいらしてください。
　なお、毎週木曜日は事業の関係で開放できませ
んので、恐れ入りますがご承知おき願います。
開放日時：令和 7 年 7 月 1 日（火）
　　　　　　　　～　令和 7 年 8 月 29 日（金）
平　　日：午前 9 時から午後 5 時まで
　　　　　※毎週木曜日は除く

涼み処のお知らせ

ご 長 寿 万 歳 ！ご 長 寿 万 歳 ！
～ 長 寿 者 慶 祝 金 贈 呈 ～～ 長 寿 者 慶 祝 金 贈 呈 ～

　この度、６月１８日に宮本アヱ子さんが、
７月７日に池田ヨシ子さんが、米寿（88 歳）
を迎えられました。おめでとうございます。
　お祝いとして村から長寿者慶祝金が贈られ
ました。これからも健康に十分留意され、趣
味などを楽しみながら元気にお過ごしくださ
い。
　村では、長寿者褒章制度を実施しています。
多年にわたり村に貢献された高齢者に対して
長寿を褒章し、慶祝金が贈られます。
※写真につきましては、ご本人の希望により、
掲載しておりません。

寿都生コン株式会社寿都生コン株式会社
～　指定寄附　～～　指定寄附　～

　６月２日（月）、寿都生コン株式会社より、
村内小中学校の運動会運営に役立ててほしい
と指定寄附がありました。
　ご寄附に感謝申し上げ、趣旨に沿って有効
に活用させていただきます。
　誠にありがとうございました。

　
寿都生コン株式会社
　　代表取締役社長　　早坂　忠志　様
　　代表取締役副社長　橋本　吉倫　様

金　５０，０００円

叙 　 勲 　 受 　 賞叙 　 勲 　 受 　 賞

　長年に渡り消防団員として地域の安全に尽
くし、火災予防や防災活動に真摯に取り組ん
できました。住民からの信頼も厚く、その献
身的な姿勢は地域に大きく貢献したとして、
この度、田宮馨さんが瑞宝単光章を受賞され
ました。



3

　住民票の写しと印鑑登録証明書は国が定めた様
式になり、令和7年8月25日から変更になります。
　島牧村の住民基本台帳を管理するシステムを国
が定めた標準仕様に合わせて変更し、それに伴い、
一括改製されます。
◆住民票の写しの様式について（8 月 25 日以降）
　　最新の情報及び転入前の住所と、ひとつ前の
　住所 8 月 25 日以降の村内転居の届出によるも　
　の）のみが記載されます。
　　申し出があれば、8 月 25 日以降の村内での
　住所異動や氏名等の変更履歴を記載することが
　出来ますので、必要とされる情報等窓口でお申
　しでください。
◆住民票の写しの様式変更前（8 月 25 日以前）
の情報について
　　様式変更以前の情報は「改製原住民票」の写　
　しとして記録されており、過去の履歴等の記録
　が必要な場合は「改製原住民票」の写しとして
　交付することができます。
◆印鑑登録証明書の様式について
　　様式は変更されますが、既に発行されている
　印鑑登録済証については引き続き使用できます
　ので、再登録の必要はありません。
◆お問合せ  住民課住民係　TEL 0136-75-6213

ふれあい・つどいのひろば
　村民の皆さんが気軽に交流できる場として、ふ
れあい・つどいのひろばを開催します。
　外出したり、誰かとお話をすることは、体や脳
への刺激になります。
　申込は不要ですので、お気軽にお立ち寄りくだ
さい。

日　時：7 月 16 日（水）9：30 ～ 11：40
場　所：島牧村総合福祉医療センター
対　象：どなたでも
参加料：無料
お問合せ：島牧村地域包括支援センター

　　　　TEL 0136-75-6011

1. 特別弔慰金の趣旨
　特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎
となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国
として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご
遺族に特別弔慰金（記名国債）を支給するもので
す。
2. 支給対象者
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和 7 年 4 月
1日（基準日）において、「恩給法による公務扶助料」
や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」
等を受ける方（戦没者等の妻や父母等）がいない
場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に
支給。

（1）令和 7 年 4 月 1 日までに戦傷病者戦没者遺　
　族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

（2）戦没者の子
（3）戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟
　姉妹
　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している　
　こと等の要件を満たしているかどうかにより、
　順番が入れ替わります。

（4）上記 1 から 3 以外の戦没者等の三親等内の
　親族（甥、姪等）
　※戦没者等の死亡時まで引き続き、１年以上の　
　生計関係を有していた方に限ります。
3. 支給内容
　額面 27.5 万円、5 年償還の記名国債
4. 請求期間
　令和 7 年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日
　請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受け
ることができなくなりますので、ご注意ください。

お問合せ  福祉課　TEL 0136-75-6001

▼相談日程  
7 月 16 日、23 日、30 日
8 月 6 日、20 日、27 日
　　　　　　　　　毎週水曜日、相談無料
▼事前予約制       
▼予約受付時間　午前 10 時～午後 4 時
▼住所　岩内町高台 84-3　（佐藤食肉店となり）
▼お問合せ　しりべし弁護士相談センター

            　　 TEL 0135-62-8373               

み な さ ん の 法 律 相 談 を
お 受 け し ま す

住民票写しと印鑑登録証明書
様式が変更になります

戦没者のご遺族の皆様へ
第十二回特別弔慰金の請求受付開始
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　職場での熱中症予防対策を進めていただくた
め、5 月から 9 月までを期間として「STOP 熱中
症！クールワークキャンペーン」を実施します。
取り組みに当たっては、熱中症予防のための指標
である「暑さ指数（WBGT 値）」の活用、設備対策、
衛生教育などを実施願います。
　昨年は北海道内でも猛暑の影響で職場での熱中
症が 72 人（休業 1 日以上）と過去 2 番目に多い
発生となりました。
　また熱中症の初期症状の早期発見や重症化を防
ぐことを目的に今般、労働安全衛生規則の一部改
正を図られ、WBGT28 度以上又は気温 31 度以上
の環境下で連続 1 時間以上または 1 日 4 時間を
超えて実施が見込まれる作業を対象に、熱中症の
自覚症状や疑いのある者を把握した場合の報告体
制整備、作業からの離脱、身体の冷却必要に応じ
た医師の処置などを義務化した改正規則を令和 7
年 6 月 1 日から施行します。
　厚生労働省　北海道労働局　労働基準監督署
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（支署）

「法務局遺言書教室」
を開催いたします！

　函館地方務局八雲支局では、7 月 29 日（火）
と 7 月 30 日（水）の午後 2 時から「法務局遺言
書教室」を開催します。
　当日は、相続・遺言の基礎知識、遺言書の一般
的な作成方法、「自筆証書遺言書保管制度」など
について、法務局職員が説明いたします。ご自身
の財産を次世代に引き継ぐための準備をお考えの
皆様や、知識として聞いておきたいという皆様の
ご参加をお待ちしております。
　事前申込制となっておりますので、参加をご希
望する方は、下記お申込み・お問合せ先にお電話
ください。
　なお、参加者の個別の遺言内容に関する相談を
お受けすることはできません。

記
日　時：令和 7 年 7 月 29 日（火）
　　　　令和 7 年 7 月 30 日（水）
　　　　午後 2 時から午後 3 時まで
場　所：二海郡八雲町相生町 98 番地
　　　　八雲町立図書館 2 階 集会室
参加費：無料　　　定　員：各 10 名
お申込み・お問合せ
　函館地方法務局八雲支局　TEL 0137-62-2208

S T O P  熱 中 症 ！
ク ー ル ワ ー ク キ ャ ン ペ ー ン

難読漁港名番付表（北海道場所）難読漁港名番付表（北海道場所）

　本村からは栄えあることに厚瀬（あっちゃせ）
漁港が横綱として、千走（ちはせ）漁港が張出
関脇として番付され、厚瀬漁港においてはカード化もされました。

　難読漁港名番付表とは、北海道の漁港を多く
の方に関心を持ってもらうため、北海道漁港漁
場協会で作成したもので、全道各地区の水産関
係者のアンケート結果を基に番付されておりま
す。

載りました！
載りました！
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移動期日前投票所のご案内 

村では今回の選挙から移動期日前投票所を下記日程で開設いたします。 

※移動投票所とは、自動車等を利用した期日前投票所で、投票場所を変えながら実施するもの 

です。 

投票される方は送付しておりますハガキ裏面の宣誓書欄を記入のうえ持参してください。 

また、下記開設日の１５：３０～１７：００の間に開設場所以外を巡回することとしております
ので、巡回を希望される方は選挙管理委員会（７５－６２１１）までご連絡をお願いします。 

なお、駐車スペースの関係上自宅前で行うことが困難な場合がありますのでご了承願います。 

 

※投票日の７月２０日（日）に移動投票はありません。 

   ※７月４日（金）～７月１９日（土）は今まで同様、役場前投票所での期日前投票も可能です。 

 

 開開設設日日 開開設設場場所所 開開設設時時間間
 

７７月月１１７７日日（（木木））

島牧慈光園前 ９：００～ ９：３０
 江ノ島地区会館前 ９：４０～１０：１０
 千走地区山村広場 １０：２０～１０：５０
 漁村センター前 １１：００～１１：３０
 原歌生活館前 １３：１５～１３：４５
 植車地区会館前 １４：００～１４：３０
 栄浜簡易局前 １４：４５～１５：１５
 西地区 巡回 １５：３０～１７：００

 開開設設日日 開開設設場場所所 開開設設時時間間
 

７７月月１１８８日日（（金金））

島牧柏光園前 ９：００～ ９：３０
 歌島児童館横 ９：４０～１０：１０
 本目おあしす前 １０：２０～１０：５０
 栄磯いこいの家前 １１：００～１１：３０
 豊浜会館前 １３：１５～１３：４５
 大川商店前 １４：００～１４：３０
 改善センター前 １４：４５～１５：１５
 東地区 巡回 １５：３０～１７：００

参 議 院 議 員 通 常 選 挙

村 職 員 の 異 動

企画産業課企画情報係（兼）商工観光係　

　　　　　　　　　　 主任　　松岡　智美

お世話になりました
企画産業課企画情報係（兼）商工観光係

　　　　　　　　　　　　　　　今野　亜惟
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耳 の 聞 こ え に く さ を
「 年 の せ い 」 で 放 置 し な い で ！

　年齢を重ねると耳の聞こえの機能は徐々に低下していきます。
　難聴は認知症やうつ病のリスクを高めると言われています。難聴を早期発見、早期治
療して脳の萎縮や神経細胞の弱まりを防ぎ、認知症やうつ病の発症を予防しましょう。
　

こんなこと、ありませんか？こんなこと、ありませんか？
・テレビやラジオの音量が大きくなった。　・電話などの音が聞こえにくい。
・周囲の音があったり、車内での話が聞き取りにくい。
・聞き返すことが多くなった。　
・早口で話されると聞き取りにくくなった。　・会話中聞き返すことが多くなった。
・必要以上に話し声が大きくなった。　・聞こえ方が変わった。
　集音器と補聴器の違いって？集音器と補聴器の違いって？
＜集音器＞　・一律に音が大きくなる機器
＜補聴器＞　・個人の聞こえ方に合わせて音質や音量を調節して使用します。
　　　　　　・使い続けて音を聞くことに耳や脳が感覚を順応させていく必要が
　　　　　　　あります。
　　　「合わない」と諦めてしまう人が多いので、身近な人が理解し励まし、定　　
　　期受診に付き添う等の協力が効果的です。

　受診先でお困りの方は、かかりつけのお医者様や福祉課にご相談ください。

地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 　 ひ だ ま り の 紹 介
　島牧村にお住いの障がいのある方や支援が必要な方の日中活動や地域生活をサポート
する活動場所です。月曜日から金曜日の 9：30 ～ 15：00、島牧村総合福祉医療センター
内で昼食調理（島牧社協の元気センター皆さん等へ昼食提供）、縫い物、木工作業、清
掃など、その方にあった作業を行っています。現在、４名の方が登録しています。

１日の流れ１日の流れ

　9：30 頃～患者バス等に乗って医療センターに到着。
　　　　　　あいさつ、体温測定、健康チェック
　　　　　　ラジオ体操、作業、休憩、水分補給
10：30 頃～昼食調理開始
12：00　 ～昼食
13：00　 ～後片付け
13：30　 ～各自作業、館内清掃
15：00　 ～帰宅

　自宅にいて通う場所がない方、仕事がうまくいかず家にいる方等、ご相談ください。

                   ご利用・見学希望・お問合せ　島牧村役場福祉課　TEL 0136-75-6001
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森 ・ 川 ・ 海 づ く り 　 植 樹 会森 ・ 川 ・ 海 づ く り 　 植 樹 会

　6 月 11 日、地域の自然環境を守る取り組みとして植樹会を開催し、ミズナラの苗木を 100 本植えました。
　当日は、島牧小学校 3 年生、島牧慈光園、地域の皆さん、関係団体職員などが参加し、にぎやかな雰囲気の
中で一緒に汗を流しました。
　森を育てることが川や海の豊かさに繋がる、そんな思いを込めて、未来の自然を守る大切な会となりました。
　ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

島 牧 小 学 校 　 運 動 会 ( 6 / 7 )島 牧 小 学 校 　 運 動 会 ( 6 / 7 )

がんばれ！届け　みんなのパワー！がんばれ！届け　みんなのパワー！
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◆長期入院該当日… 直近 12 ヶ月の入院日数が 90 日を超える市民税非課税世帯（区Ⅱ）に該当し、
　　　　　　　　　 申請により認定を受けている方のみ記載できます。

◆特定疾病区分　… 特定疾病療養受療証をお持ちの方で資格確認書に併記を希望する場合は、申
　　　　　　　　　 請により記載できます。資格確認書の表記は以下のとおりとなります。
　　　　　　　　　

■ 暫定運用終了後の要配慮者への資格確認書の交付は 1 度申請が必要です
　暫定運用終了後、マイナ保険証をお持ちの方については、原則「資格確認書」を発行することが
できません。
　ただし、一度、要配慮者でありマイナ保険証を利用できないことを理由とした交付申請があれば、
その後の更新時においては、申請なく資格確認書を発行いたします。（毎年申請いただく必要はあり
ません）。
※要配慮者とは、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があ　
　る等、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者などが対象となります。

お問合せ
　島牧村住民課保険係
　　〒 048-0621　島牧郡島牧村字泊 83 番地
　　TEL 0136-75-6213

　北海道後期高齢者医療広域連合
　　〒 060-0062　札幌市中央区南 2 条西 14 丁目
　　　国保会館 6 階
　　TEL 011-290-5601

後 　期 　高　 齢　 者　 医　 療　 制　 度 　の 　お 　知 　ら　 せ後 　期 　高　 齢　 者　 医　 療　 制　 度 　の 　お 　知 　ら　 せ　    　    
～　保　険　証　及　び　資　格　確　認　書　の　一　斉　更　新　に　つ　い　て　～～　保　険　証　及　び　資　格　確　認　書　の　一　斉　更　新　に　つ　い　て　～　

◆長期入院該当日…直近12ヶ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯（区Ⅱ）に
　　　　　　　　　該当し、申請により認定を受けている方のみ記載できます。

◆特定疾病区分…特定疾病療養受療証をお持ちの方で資格確認書に併記を希望する場合は、
　　　　　　　　申請により記載できます。資格確認書の表記は以下のとおりとなります。

■■  暫暫定定運運用用終終了了後後のの要要配配慮慮者者へへのの資資格格確確認認書書のの交交付付はは１１度度申申請請がが必必要要でですす
　暫定運用終了後、マイナ保険証をお持ちの方については、原則「資格確認書」を発行す
ことができません。
　ただし、一一度度、、要要配配慮慮者者でであありりママイイナナ保保険険証証をを利利用用ででききなないいここととをを理理由由ととししたた交交付付申申請請
ががああれればば、、そそのの後後のの更更新新時時ににおおいいててはは、、申申請請ななくく資資格格確確認認書書をを発発行行いいたたししまますす。。（毎年申
請いただく必要はありません）。

※要配慮者とは、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する
　必要がある等、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者などが対象となります。

おお問問いい合合わわせせ先先
　　島島牧牧村村住住民民課課保保険険係係
  　　【住所】〒０４８－０６２１

 　【電話】０１３６－７５－６２１３

特特定定疾疾病病区区分分 認認定定ししたた疾疾病病名名

区分A
人工腎臓を実施している慢性腎不全
（腹膜灌流のみを実施し人工腎臓を実施していない慢性腎不全を含む）

区分B
血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固
第Ⅸ因子障害（いわゆる血友病）

区分C
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
（HIV感染を含み、厚生労働省大臣の定める者に係るものに限る。）

限限度度区区分分 自自己己負負担担割割合合 対対象象者者

現役Ⅲ 住民税の課税所得（注1）が690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方

現役Ⅱ 住民税の課税所得（注1）が380万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方

現役Ⅰ 住民税の課税所得（注1）が145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者の方

一般Ⅱ
一定以上所得者

2割

以下の（１）と（２）両方の要件に該当する方
（１）同一世帯に住民税の課税所得（注1）28万以上145万円未満の被保険者の方がいる。
（２）同一世帯内の被保険者全員の「年金収入＋年金以外の合計所得金額（注2）」の合計金額が
・被保険者が１人の場合　　　→　200万円以上
・被保険者が２人以上の場合　→　320万円以上

一般Ⅰ 住民税課税世帯で一般Ⅱに該当しない方

区Ⅱ 世帯全員が住民税非課税であり、区Ⅰに該当しない方

区Ⅰ
世帯全員が住民税非課税であり、以下のいずれかに該当する方
・世帯全員の所得が０円（注3）
・老齢福祉年金を受給している方

（注２）   給与所得がある場合は、給与所得金額から10万円を控除します。

（注３）　公的年金控除は80万6,700円（令和７年７月までは80万円）を適用します。給与所得がある場合は、給与所得金額から

　　　　　10万円を控除します。

（注１）　「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税基準」の額（前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控
　　　　　除（基礎控除や社会保険料控除等）を差し引いた後の金額）であり、確定申告書（所得税）に記載された課税される所
　　　　　得金額とは異なります。

現役並み所得者
3割

1割

北北海海道道後後期期高高齢齢者者医医療療広広域域連連合合
　【住所】〒０６０－００６２
　　　　　札幌市中央区南２条西１４丁目
　　　　　国保会館６階
   【電話】０１１－２９０－５６０１
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■ 保険証又は資格確認書の有効期限が切れます
　現在、ご使用の水色の保険証又は黄緑色の
資格確認書の有効期限が令和 7 年 7 月 31 日
をもって満了となるため、8 月以降は使用で
きなくなります。
◆水色の保険証をお持ちの方
　下記「黄緑色の資格確認書をお持ちの方」
　以外の者
◆黄緑色の資格確認書をお持ちの方
　・令和 6 年 12 月２日の保険証廃止後に資
　　格取得した者
　・令和 6 年 12 月 2 日の保険証廃止後に住
　　所変更や負担割合が変更となった者

■ 黄緑色の「資格確認書」を交付します（色変更なし）
　現在、ご使用の水色の保険証又は黄緑色の資格確認書の有効期限満
了後には、代わりとなる黄緑色の「資格確認書」を交付します。
新しい「資格確認書」は、令和 7 年 8 月 1 日から令和 8 年 7 月 31
日までご使用いただけます（お手元に届いてすぐにはご使用できませ
ん）。
　なお、今回交付する「資格確認書」は、健康保険証の利用登録をし
たマイナンバーカード（以下、「マイナ保険証」という。）の保有状況
に関わらず、令和 8 年 7 月末まで暫定的な運用として一律で全被保
険者へ交付します。
　医療機関等を受診する際に「資格確認書」を掲示することで、これ
までの保険証と同様にお使いいただけます。一方で、マイナ保険証に
は様々なメリットがありますので、マイナ保険証をお使いになれる方
は、ぜひマイナ保険証をご利用ください。

■「資格確認書」に限度区分等を記載することができます
　資格確認書の以下①～③の欄については、本人の希望に基づいて、申請により併記することが可
能です。
　なお、過去に「限度額適用・標準負担額認定証」や「限度額適用認定証」が交付されていた方は、
①②がすでに併記されていますが、本人の希望により申請していただくことで資格確認書に併記し
ないことも可能です。

　①限度区分、限度区分の発効期日
　②長期入院該当日
　③特定疾病区分、特定疾病区分の発効期日

◆限度区分…医療費が高額になったときの自己負担限度額や入院した時の食事代などの　
　　　　　　区分を示しており、前年の所得に応じて決まります。資格確認書の標記は
　　　　　　右記のとおりです。

後 　期 　高　 齢　 者　 医　 療　 制　 度 　の 　お 　知 　ら　 せ後 　期 　高　 齢　 者　 医　 療　 制　 度 　の 　お 　知 　ら　 せ　    　    
～　保　険　証　及　び　資　格　確　認　書　の　一　斉　更　新　に　つ　い　て　～～　保　険　証　及　び　資　格　確　認　書　の　一　斉　更　新　に　つ　い　て　～　
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島 牧 村 特 産 品 P R ・ 地 域 お こ し 協 力 隊 活 動 記 録

第 4 回 地 域 お こ し 協 力 隊 　 活 動 報 告 会
　　 日時：令和７年 7 月 12 日（土）15：00 ～　　　場所：漁村センター（元町）
　　 内容：6 月～ 7 月にかけての隊員の活動報告など

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 活 動 記 録 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

①魚まつりの開催に向けて
　漁師さん・漁協・役場・道の駅スタッフなど皆様のおかげで、無事開催することができました。
本当にありがとうございました！今後は、持続的に開催できるように改善を加えていきたいと思
います。
②夏・秋の体験活動の企画準備
　観光客を誘致するための漁業・農業などの体験活動を木室さんと企画中！今後も島牧の皆様の
ご協力をいただけると幸いです。引き続き頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

①夏・秋の体験活動の企画準備
　島牧に観光客を誘致するための体験活動ができるよう藤原さんと一緒に企画・準備をしていま
す。特に果樹やお米の収穫体験ができないかと検討しています。引き続き、ご協力よろしくお願
い致します。
②夏まつり（7 月 26 日：土曜日）の準備
　道の駅主催でイベント『夏まつり』を開催する運びになりました。現在、子どもから大人まで、
どうしたら楽しんでもらえるか、試行錯誤しながら、全員で準備をしています。商工会青年部に
もご協力をいただく予定です。皆様にお越しいただけるのを心からお待ちしております。

◆夏野菜や果物が美味しい季節ですので、夏まつり当日は、夏野菜と果物の販売もできればと考
えています。産直でお力添えを戴いている皆様におかれましては、是非とも出品のご協力を戴け
ますと幸いです。
　また、新規で産直登録したいという場合は、誠にお手数ですが、道の駅（担当：木室）まで、
事前に連絡頂ければと存じます。
◆道の駅スタッフ募集！～道の駅で一緒に働けるスタッフを募集しております。
お問合せ　道の駅よってけ！島牧　TEL 0136-74-5183

藤
ふじわら

原 将
まさとも

智

山
や ま だ

田 裕
ゆ う こ

子　　　　　6 月 30 日をもちまして、地域おこし協力隊としての業務を終了いたしました。

木
き む ろ

室 康
やすたか

隆

　６月１４日に島牧村道の駅前で行われた
魚まつり。
　地域おこし協力隊の藤原さんが先頭とな
り、地元漁師さんや漁協関係者の皆さんに
ご協力いただき、本来捨てられてしまう魚
を安く提供できる仕組みを作り、島牧村で
水揚げされた新鮮な魚をイベントを通して
広める活動を行いました。
　村内外の方たちに足を運んでいただき、
島牧村の魚の魅力を発信出来たのも地元漁
師さん、漁協関係者の皆様などのご協力の
おかげです。今後も地域の魅力を発信する
様々な活動を続けていきますので、よろし
くお願いします。

魚 ま つ り魚 ま つ り

【
ご
協
力
の
お
願
い
】
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年金の窓口

●国民年金保険料免除等の申請について国民年金保険料免除等の申請について
　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金や
遺族基礎年金を受けられない場合があります。
　所得が少ない、失業、事業の廃止（廃業）などの理由で保険料を納付することが困難な場合には、
保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度（50 歳未満）」がありますので、
住民登録をしている市区役所・町村役場の国民年金担当窓口でお早めに手続きをお願いいたします。

●産前産後期間の国民年金保険料が免除となります産前産後期間の国民年金保険料が免除となります
　出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除になり、出産予定
日の 6 か月前から手続きができます。
　役場の国民年金窓口でお早めに手続きをお願いします。

●マイナポータルを利用した国民年金関係の電子申請についてマイナポータルを利用した国民年金関係の電子申請について
　マイナポータルを利用した国民年金第１号被保険者の資格取得・種別変更、国民年金免除・納付猶
予、学生納付特例及び産前産後免除の電子申請ができます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細は、日本年金機構のＨＰで→

【電子申請可能な申請書等】
・国民年金被保険者の資格取得（種別変更）の届出　・付加保険料納付（辞退）申出
・付加保険料納付該当（非該当）届　・国民年金保険料免除　・納付猶予申請
・学生納付特申請　・産前産後免除該当届　
・口座振替納付（変更）申出 兼 還付金振込方法（変更）申出　・口座振替辞退申出

【お問合せ】
倶知安地域事務所（倶知安町南 3 条東 1 丁目）　　 TEL ０１３６ ‐ ２３ ‐ ３５４０
自衛官募集相談員   後藤　諭　　　　　　　　 　  TEL ０１３６ ‐ ７６ ‐ ７５０４

募集種目 受験資格 受付期間 試験期日

一般曹候補生
（第２回）

男子

採用予定月の１日現在
18 歳以上 33 歳未満の者

7月 1日（火）～
9月 2日（火）

１次試験
9月 13 日（土）～ 22 日（月）
※いずれか１日指定されます

2次試験
10 月 11 日（土）～ 26 日（日）
※いずれか１日指定されます

女子

自衛官候補生
（第２回）

男子
7月 1日（火）～
8月 19 日（火）

8月 28 日（木）～ 31 日（日）
※いずれか１日指定されます

女子

自衛官候補生
（第３回）

男子
7月 1日（火）～
9月 2日（火）

９月 22 日（月）～ 27 日（土）
※倶知安会場、9月 24 日（水）
※いずれか１日指定されます

女子

※状況により試験日の変更の可能性があります。詳しくは下記の連絡先までお問合せ下さい。

自   衛   官   募   集

※細部については倶知安地域事務所にお問合せ下さい。

今の自衛隊を知ろう　
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更新時講習更新時講習

寿都町総合寿都町総合
文化センター文化センター
２階会議室２階会議室

  一般運転者・違反運転者講習
　  ８月19日（火）、9月16日（火）
　  一般運転者　13：00～14：00
　  違反運転者　14：45～16：45

  優良運転者・初回運転者講習
　  ８月22日（金）、9月19日（金）
　  優良運転者　13：00～13：30
　  初回更新者　14：15～16：15

高齢者講習高齢者講習
（70歳以上・（70歳以上・
事前予約制）事前予約制）

　 八雲自動車学校　
　  TEL  0137－63－2111　
　  ※ご予約はお早めに

※事前に寿都警察署へ
    お問い合わせください
　TEL 0136－62－2110

交通安全はみんなの願い
死亡交通事故

０の日
令和 7 年

6 月 30 日現在7,625日達成

QR コードを読み取り、
「JC-Smart」

利用規約を確認・同意

サービス選択画面より
「島牧村 うしお通信」選択

をダウンロード

島牧村　　    スマホアプリ

「うしお通信」生活に役立つ
情報を発信！

外出先で！

　島牧村の情報や役場からのお
知らせをスマホから確認できる
アプリが誕生しました。
　IP 告知端末と同じ情報をスマ
ホでも見ることができます。

無料無料

村のお知らせ

生活情報

バス時刻表

海・川・風の情報

…など

▼
▼

▼
▼

ダウンロード方法

　　　  7日　島牧小学校運動会
　　　11日　島牧村
　　　　　　 「森・川・海づくり」 植樹会
　　　17日　第2回村議会定例会

    

広
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し
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き

広
報
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き　　

７７  

月
号
月
号

停電情報 通行止情報

村
の
日
誌

村
の
日
誌

6 月 1 日～ 6 月 30 日
掲載申出分・敬称略

■人口及び世帯数（令和7年6月30日現在）� ��
　　　　  　      1,238 人（前月比　▲   6 人）
	　　　　　男：　617 人（前月比　▲   4 人）
	　　　　　女：　621 人（前月比　▲   2 人）
　　　　　　　　740 戸（前月比　▲   3 戸）

編 集 後 記

■おくやみ����������������
　　R7.6.20　　山田　正雄　（92歳）��� 元町

　今月号は、子どもたちの行事、村内行事など
仲間とともに汗を流し、努力を重ねて成長する
姿や協力して物事を行うシーンが多くあった
ように思います。
　暑さが段々と厳しくなりますので村民の皆
さんには熱中症に気を付けて過ごして頂きた
いと思います。（C）

春
の
遠
足

春
の
遠
足

6 月1日～ 8 月 31日6 月1日～ 8 月 31日

写真は「横向き」、カラーのみ (カレンダー作成のため )

最優秀賞・・・１点 (副賞　島牧村特産品１万円相当 ) 2025 年 9月頃に選考し、
2025 年中に発表 (表彰式なし )
Facebook や HP上で発表します

優秀賞・・・・４点 (副賞　島牧村特産品５千円相当 )
他、カレンダーに採用された方にはカレンダーを贈呈します

応募はWeb応募フォーム、LINE 公式アカウント、郵送など受付いたします
応募は１人５枚までとなります
詳しい応募方法はWebサイトを参照してください

(https://shimamaki-photocontest.jimdofree.com)

島牧商工会青年部（島牧村カレンダーフォトコンテスト実行委員会） 

島牧村役場、島牧村観光協会

電話　0136－75－6231  FAX　0136－75－6050 
Facebook 　島牧商工会青年部
島牧郡島牧村字永豊 130 番地 

主催

協力

お問い合わせ先

アクセスはこちらから

『○○のある風景』『○○のある風景』『○○のある風景』『○○のある風景』
島牧村内の風景のなかに、皆さんの見つけた○○が入っ
た写真を募集します。
例：人物のある風景、夕焼けのある風景、活気のある風
景など、解釈は自由です！

ふ る さ と ス ケ ッ チ  島 牧 保 育 所 ( 6 / 1 3 )ふ る さ と ス ケ ッ チ  島 牧 保 育 所 ( 6 / 1 3 )
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